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「障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等」

に関する差別禁止部会の意見

（部会三役の原案１）

はじめに（準備中）

（推進会議と当部会における検討の経緯）

（差別禁止法に関する世界的状況）

（日本における立法事実の存在）

（本法の必要性、基本的性格など）

第１、理念

本法において理念規定を設けるに当たっては、以下の視点が重要である。

１、差別の解消に向けた取組の重要性

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、障害がある者にとって

日常生活又は社会生活を営む上での社会的障壁をなくすことが重要であり、なか

でも、障害のある人の完全参加と平等に大きな制約をもたらす見えざる社会的障

壁としての差別は早急に解消されなければならないこと。

２、本法が相手方を単に法的に非難し制裁を加えようとするものではないこと

この差別をなくそうとする試みは、人類普遍の原理を希求するものであり、障

害の有無にかかわらず個人の尊厳を認め合う社会の実現に資するものである。ゆ

えに、差別者・被差別者という形で国民を切り分けてこれを固定化するものであ

ってはならず、国民誰しもが理解し得る共生社会の実現に向けての共通のルール

として機能することが重要であること。

３、差別の解消がこれからの社会により活力を与えるものであること

属性や能力において多様性に富む個人により構成される社会において、それぞ

れがその力を発揮し、お互いに支え合って行くには、その間に存する差異は尊重

されるべきであり、障害のある人の完全参加と平等の実現は、特に少子高齢化が

進行する我が国にとって社会全体に活力を与えるものであること。

第２、目的

本法において目的規定を設けるに当たっては、以下の視点が重要である。

１、行為準則の提示

我が国において悪意を抱いて差別するといった事案は少ないと思われる。観念

的には差別はしてはならないという思いを抱きつつも、無理解や偏見により差別

的な行為に出てしまうことが多いことに鑑みると、本法は、国民に対して、何が

差別に当たるのか、何が許されるのかの判断の物差しを提供することが求められ
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る。このことを本法の目的に明示すべきである。

２、救済の仕組み

次に、差別的取扱を受けても、これまで民法や刑法などの既存立法で解決が不

十分であったことに鑑みると、相互の調整や調停など話し合いを出発点として簡

易迅速に問題を解決する仕組みの創設とそれでも解決できない場合には司法にお

いて解決するための法規範を定立することが重要である。したがって、この点も

本法の目的に掲げるべきである。

３、国等の責務

さらに、２も含め、差別の防止、啓発、相談体制等に関わる国等の責務を定め

ることも本法の目的に掲げるべきである。

４、共生社会の実現

最後に、以上の措置を講ずることで、差別を解消し完全参加と平等が図られる

共生社会の実現に資することを明記すべきである。

第３、障害の定義

１、議論の背景

「障害」の捉え方、特に障害者が負う社会的不利の原因を巡っては、従来から

医学モデルと社会モデルという考え方があるとされている。

そのような中で、障害者権利条約では「障害は発展する概念であり、機能障害

をもつ人と他の者との平等を基礎として社会に完全にかつ効果的に参加すること

を妨げる態度や環境の障壁との相互作用に起因するものであることを認め」ると

され、障害が機能障害（インペアメント）と社会的障壁の相互作用から生まれる

という考え方が示された。

ただ、かかる視点を踏まえて平成23年に改正された障害者基本法（昭和45年法

律第84号）は第２条において 「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含、

む ）その他の心身の機能の障害」を障害とした上で、障害者を、これらの障害。

がある者であって 「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活、

に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義された。

したがって、この定義では「障害」そのものではなく 「障害者」の定義の中、

に社会的障壁が位置付けられることになった。

２、本法における障害の定義に求められるもの

障害についてはかように 「障害」の定義の中で社会的障壁を考慮するやり方、

と「障害者」の定義の中で社会的障壁を考慮するやり方があるが、本法において

は本法の目的や趣旨から「障害」を定義する必要がある。

、 、まず 本法はあらゆる事由を理由とする差別を禁止しようとするものではなく

障害を理由とする差別に特化した法律であるがゆえに「障害」とは何かを明らか
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にする必要がある。

もちろん、一言で「障害」と言っても実際の在り方は多様であり、また、医学

の進歩や技術の革新等により変容し得る概念であるため、法律上の定義としては

ある程度曖昧な内容を含むものとならざるを得ない側面もある。

しかしながら、本法は、様々な場面において国民の行為準則として機能するこ

とが求められるため、本法の基本的な概念である「障害」の意味については、誰

しもが観念し得る一定の明確性が確保され、一般の予見可能性が担保されなけれ

ばならない。

また、憲法や諸外国の立法例を見ても、差別が禁止される事由は、性や人種等

に見られるように、個人に関係した属性であり、それらの事由により差別されな

いとされている したがって 本法においても 個人の属性といった観点から 障。 、 、 「

害」が定義されることが求められる。このことは、個人の属性に社会的不利の原

因を求めるものではなく、差別という社会的障壁の発生の契機となる事由を特定

するに過ぎないものであるがゆえに、社会モデルの考え方と相反するものではな

い。

そうした点に鑑みると、本法においても障害者基本法と同様に心身の機能の障

害（インペアメント）を「障害」と定義することが妥当である。

３、障害の限界事例に関する議論

障害を「機能障害」と理解した上で、例えば、日常誰しも経験するような風邪

に伴うような軽微で一時的な機能障害までも含むのか、または、必ずしも病気に

よる肥満ではなく、医学的な意味での機能障害はないが、極度に身体の大きな人

が様々な社会生活上の制約を受ける場合にも本法の障害の定義に含めるべきで

は、といった議論がなされた。

これらは、いずれについても重要な議論ではあるが、現段階では、機能障害に

ついての法解釈の余地を残しつつ、将来の議論に委ねるべきである。

第４、差別の定義

１、禁止されるべき差別の形態

１）障害者権利条約とその実施

障害者権利条約は 「障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であっ、

、 、 、 、 、 、て 政治的 経済的 社会的 文化的 市民的その他のあらゆる分野において

他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を認識し、又は行使することを害

し、又は妨げる目的又は効果を有するもの」を禁止されるべき差別とした上で

「 、 （ 。）障害を理由とする差別には あらゆる形態の差別 合理的配慮の否定を含む

を含む 」と規定している。。

本法においても、このような権利条約の規定や諸外国における立法例を踏ま

え、合理的配慮の不提供を含むあらゆる形態の差別が禁止されるべき差別とし

て規定されることが適当である。

ただ、その際、本法は、障害を理由とする差別に関して、私人間を含む社会
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における行為準則を示すことを目的とするものであり、立法に当たっては、ど

のような行為が禁止されるのか、どのような行為が求められるのか、どのよう

な行為は許容されるのか、ができるだけ分かりやすい形で看取できるようなも

のであることが重要である。

２）あらゆる形態の差別

当部会では、障害者権利条約及び諸外国の立法例を参考にしてこの分野で禁

止されているあらゆる形態の差別について検討を行った。

、 、 、 （ ）検討の俎上に上った差別の形態としては 直接差別 間接差別 関連 起因

差別（以下「関連差別」という 、合理的配慮の不提供の四つの類型である。）

これらの類型は、諸外国においても必ずしも同じような定義が与えられてい

るとは言えず幅のある概念であるが、おおまかに言えば、おもに下記のような

場合を念頭に、それぞれの類型の有用性や守備範囲、類型相互の違いや関係な

どが検討された。

なかでも、直接差別、間接差別、関連差別については、あまりにいろいろな

類型があると行為準則として分かり難く、多くの人の理解を得がたいのではな

いかといった観点から、これらを包括的にまとめる方向での議論を行った。

記

○ 直接差別の類型においては、

障害を理由にした区別、排除、制限などの異なる取扱い（不均等な取扱

い）がなされる場合。

○ 間接差別の類型においては、

外形的には中立の基準、規則、慣行ではあってもそれが適用されること

により結果的には他者に比較し不利益が生じる場合。

○ 関連差別の類型においては、

障害に関連する事由を理由とする区別、排除又は制限などの異なる取扱

い（不均等な取扱い）がなされる場合。

○ 合理的配慮の不提供の類型においては、

障害者が他の者と平等な機会や待遇が確保されるには、その者に必要に

応じて現状が変更されたり、調整されたりすることが必要であるにもか

かわらず、そのための措置が講じられない場合。

３）間接差別と関連差別

このうち、間接差別は外形的には中立の基準、規則、慣行ではあってもそれ

が適用されることにより結果的には他者に比較し不利益が生じる場合である

が、何故中立的な基準等の適用が障害者のみに不利益を与える事態が生じるか

といった観点から考察すると、それは、適用される基準、規則、慣行の中に、

障害そのものを問題とする条項がなくとも、障害と関連する事由を問題とする

条項があれば、実質的に障害者を排除する結果（効果）を生じることになるか

らである。
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したがって、適用する基準等の面からいえば、直接障害を理由とするもので

はないため、間接的な形態の差別と言いうるが、他方、問題となる事由から見

れば、障害に関連した事由を理由とする差別の形態と評価することが可能であ

る。

具体的な事例をみても、たとえば、盲導犬を伴った視覚障害者が、レストラ

ンの入店を拒否された事案において、犬の同伴は一般的に断っているといった

外形的には中立的な規則の適用により視覚障害者だけが排除されるといった事

態は、間接差別の問題として扱うことも可能である。しかし、同時に視覚障害

という機能障害に関連する事由による差別と構成することも可能である。

このように、間接差別は、障害に関連する事由を理由とする関連差別と基本

的な部分で重なり合うものと評価できる。したがって、関連差別のほかに、一

般に理解が困難であると言われている間接差別を独自の類型として規定する意

味は少なく、間接差別は関連差別の類型に統合するのが適切である。

４）直接差別と関連差別

そのうえで、直接差別は障害を直接理由にする場合、関連差別は障害そのも

のではなく、障害に関連する事由を理由にする場合を指すものとして、別個独

自に規定する方法もあり得るであろうが、実際に見るとそれが障害そのものを

理由とする場合であるのか、それとも障害に関連する事由を理由とする場合で

あるのか、その区別が困難な場合もある。

そうした点に鑑みるとこれらの両類型はこれを「障害又は障害に関連した事

由」を理由する差別類型（仮に「不均等待遇」と呼ぶ）として一本化すべきで

ある。

５）本法における差別禁止規定

したがって、本法においては、不均等待遇と合理的配慮の不提供の二つの差

別類型を含む形で差別を禁止する規定を設けるべきである。

２、不均等待遇

１）障害又は障害に関連した事由を理由とする差別

「障害者はきっと障害があるために○○することはできないだろう 「障」、

害者は○○であるべきだ」というような障害又は障害者に対する思い込みやス

テレオタイプが根底にあり、それが、障害を理由にした異なる取扱いという行

為になって現れる場合があるが、これが、本法において禁止されるべき差別の

基本形態である。

ただ、さすがに障害を直接的な理由とすることに躊躇を覚えるのか、別の理

由が持ち出される場合もある。こうした場合、外形上どのような理由を持ち出

したかではなく、客観的にその理由が何であったのかが問題とされなければな

らない。

しかし、そうでなくても、障害に関連した事由を理由にする場合、例えば、
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あなたが車いすだからうちのお店の利用は困ると言っているだけで、あなたに

障害があるからという理由ではありませんと説明される場合においても、車い

すでは何故利用が出来ないのか、相手方にその拒否を正当化するだけの事由が

あるような例外の場合を除いて、やはり、その取扱いは禁止されなければなら

ない。

異なる取扱いの内容としては、例えば、公共施設の利用を考えると、そもそ

も障害者の利用を排除する、障害者の利用については制限を付ける、障害者に

は非障害者とは異なる形態での利用を認める、障害者の利用に当たっては非障

害者には付されない条件を付す、等が挙げられる。

障害者に対して非障害者と異なる取扱いをすることは、障害者に対する不利

益な取扱いにつながり、障害及び障害者に対する思い込みやステレオタイプを

固定化させることとなりかねないため、基本的にはこれらの異なる取扱いは広

く本法の対象とすることが適当である。

２）過去の障害等

障害を理由とする不均等取扱いについては、障害又は障害者に対する思い込

みやステレオタイプに基づく不均等取扱いの禁止が目的の一つでもあり、かか

る視点に立てば、過去に存在した障害又は将来発生する障害もしくは誤認され

た障害を理由に非障害者に対して不均等な取扱いをすることも、さらには、障

害を理由として家族等の障害者関係者に対して不均等な取扱いをすることも、

本法において「障害を理由」とする差別として禁止される。

３）主観的要素

障害又は障害に関連した事由を理由とする不均等取扱いというためには、行

為者が障害又は障害に関連した事由故に異なる取扱いを行っていることを認識

していれば（あるいは認識すべきであれば）足り、積極的に相手に害を加えよ

うとする意図までは必要とされないとすべきである。なお、障害以外にも異な

る取扱いを行った理由が存在する場合には、必ずしも障害が主たる理由である

ことまでは必要とならない。

４）正当化事由

障害又は障害に関連する事由を理由とした他と異なる扱いは、それが如何な

る場合においても本法において禁止される差別とすることは適当ではない。相

手方にも正当に保護すべき利益がある場合があり得るからである。

しかしながら、差別をしてはならないことは公序として守らなければならな

い社会の基本的なルールであること、往々にして差別を受ける少数派に対して

多数派の利害が優先されがちであることに鑑みると、当該取扱いが客観的に見

て、正当な目的の下に行われたものであり、かつ、当該取扱いがやむを得ない

場合においては、障害は障害に関連する事由を理由とする異なる取扱いは例外

的に是認されるとすることが適当である。
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なお、このような場合において、正当化事由の存否について、最終的な立証

責任を行為者に負わせるなど、当事者間の訴訟遂行能力や証拠へのアクセスの

要否等を踏まえ、立証責任の配分が考慮されなければならない。

５）積極的差別是正措置等

他方、いわゆる積極的差別是正措置や障害者に対する各種優遇措置について

は、将来、社会的障壁が除去され、障害者が何の制限を感じることなく日常生

活又は社会生活を送ることができるようになった際には廃止されることが望ま

しいと考えられるが、当面はその必要性が認められることから、これらの措置

が本法に基づき禁止される差別に当たらないことを明確にする必要がある。

３、合理的配慮の不提供

１）障害者権利条約における定義

障害者権利条約は合理的配慮を「障害者が他の者と平等にすべての人権及び

基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更

及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡

を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義している。

これは、障害者の場合、単に障害者の持つ障害を考慮しないで非障害者と同

、 、一の取扱いをしても 様々な社会的障壁のために実質的に平等な権利を享有し

、 、行使することは困難であり 権利の制限の原因を除去するために何らかの配慮

調整が必要なためであり、わかりやすくいえば、障害を理由とする不均等取扱

いが意思決定に際し障害を考慮要素としないことを求めているのに対し、本項

の合理的配慮の不提供は意思決定に際し障害を考慮要素とすることを求めるも

のである。

本法においても、社会的障壁により障害者の実質的な権利行使が妨げられて

いる場合において、障害者から求めに応じて障害者が非障害者と同様に権利を

行使するために必要かつ適当な調整を行わないことを禁止されるべき差別とし

て位置付けることが妥当である。

２）合理的配慮が求められる根拠

このように、合理的配慮の不提供は差別と位置付けれら、相手方に積極的な

作為義務が課されることになる。

これは、障害のない人には日常生活や社会生活を支えるサービス、社会的イ

ンフラなどが様々な形で提供され、障害のない人にとってもこれを利用するこ

となくしてはもはや日常生活や社会生活が営めないほど人々の生活に深く関わ

りを持っているにもかかわらず、それらを障害者が利用できなければ、一般的

な日常生活又は社会生活を送る上で制約を被ったり、排除されたりすることが

あることに鑑みて、障害のない人に諸種のサービスや様々な機会を提供するの

であれば、障害者にも利用可能な形で提供できるような措置をとることを求め

るものであり、それをしないことは、障害のない人と実質的に異なる取扱いを
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したことになるからこそ、差別に当たるとしたものである。

３）合理的配慮が求められる範囲

したがって、合理的配慮をしないことが差別と位置付けられ、そのための積

、 、 、極的な作為が求められる分野は 障害のない人へ何らかのサービス 役務提供

機会や権利の付与がなされている分野である。

もっとも、障害者に対するこのような配慮については、すでに様々な分野に

おいて社会連帯や思いやりの観点から一定程度実施されているものと認められ

る。合理的配慮という概念は、言葉としては新しいものであり、日本社会に定

着しているとは言い難いが、その実体はすでに日本にも古くから存在している

ものである。ただ、これらのなかで、配慮をしないことが差別と認めれる限り

において、作為義務が発生することになるわけである。

したがって、人と人が何らかの接触を持つ場合であれ、どのような人間関係

を築くのか、一般的に個人の自由な意思に委ねられていると認められる私的な

領域のほか、他との比較において実質異なる取扱いに該当する場合を除いて、

合理的配慮の提供が義務づけられることはない。

４）合理的配慮の内容

障害者が必要とする合理的配慮の内容は、障害の態様や配慮が求められた状

、 、況等に応じて変わるものであり その内容を予め確定することは困難であるが

諸外国における運用等を踏まえると、典型的なものとしては以下のような措置

が考えられる。

・基準・手順の変更

例１.パニック障害がある労働者の勤務時間を変更し、ラッシュ時に満員

電車を利用して通勤する必要がないようにする。

例２.視覚障害がある顧客に対して、求めに応じて、大きな文字で印刷さ

れた利用案内を提供する。

・物理的形状の変更

例３.建物の入り口に存在する段差を解消するために、スロープを設置し

て、車いす利用者が建物に入ることができるようにする。

例４.職場において車いすを利用する労働者が使用する机の高さを変更

、 。し 車いすを利用したままで机を使用して仕事ができるようにする

・補助器具・サービスの提供

例５.視覚障害がある労働者が職務遂行上使用するパソコンに音声読み上

げソフトを導入し、パソコンを使用して仕事ができるようにする。

５）正当化事由

合理的配慮は相手側の負担でその実施を求めるものであるが、無制限の負担

を求めるものではない。

このため、障害者権利条約においても合理的配慮の定義において「均衡を失
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した又は過度の負担を課さないもの」であることを求めている。

本法においても、同様に均衡を失した又は過度の負担が生じる場合には措置

が義務付けられないとすることが適当である。なお 「均衡を失した」と「過、

度 という文言に殊更異なる意味が付与されるとは考えられないので 以下 過」 、 「

度」の負担という。

過度の負担であるかどうかの判断に当たっては、諸外国における立法例・運

用等を踏まえると経済的・財政的なコストの他に業務遂行に及ぼす影響等を考

慮する必要がある。

まず、経済的・財政的なコストの面では、相手方の性格（個人か、団体か、

公的機関か 、業務の内容、業務の規模、業務の公共性、不特定性、事業規模）

から見た負担の割合、技術的困難の度合いなどが、判断の要素として考慮され

、 、 、 、るべきであり 一方で 障害者が直面している事柄の重要性 配慮の不可欠性

非代替性、配慮がないことによって被る不利益の性格や重大性が判断の要素と

して考慮されることになるであろう。

次に、業務遂行に及ぼす影響の面では、合理的配慮の提供により、業務遂行

に著しい支障が生じるのか、提供される機会やサービス等の本質が損なわれる

かどうかが判断されなければならない。

以上のように、合理的配慮の提供に過度の負担が生じる場合には、相手方に

当該措置の提供が義務付けられることはないが、措置を求めた障害者の側が事

業規模や負担の程度割合といった情報にアクセスすることは困難であることか

ら、措置を求められた者に立証責任を負わせるなど、立証責任の配分の在り方

に配慮する必要がある。

６）ガイドラインの設定

合理的配慮は個別性の強い概念であり、具体的な場面に即して必要となる措

置の内容を判断することが求められる。また、過度の負担か否かの判断はケー

ス・バイ・ケースで行うこととなる。

したがって、法律上、これらの概念を規定する場合にはある程度抽象的なも

のとならざると得ないが、障害者及び措置を求められた者が合理的配慮の措置

内容や過度な負担について適切な判断ができないのでは、本法が社会において

実効性のある行為準則として機能することは考えられない。

このため、政府においては、障害者や事業者等の意見を聴くとともに、広く

国民の理解を得つつ、各分野における措置内容や負担の判断に関するガイドラ

イン等を作成し、これを周知するとともに、時代の変化に応じてステップアッ

プすることが求められる。

７）合理的配慮の実現に向けたプロセス

障害者が実質的な均等な待遇を受けるために必要とする合理的配慮の内容

は、障害の態様や配慮が求められた状況等に応じて変わるものであり、障害者

と配慮が求められた者の間で協議して、その具体的な内容が確定されることが
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望ましい。

そのための措置として複数提供可能なものが存在する場合などにおいては、

障害者の希望に沿った措置が取られるよう配慮されるべきだが、配慮が求めら

れた者の判断とは異なる場合もあり得る。かような場合も含め、どうしても合

意できない場合には、調停など合意形成をベースとした行政機関による解決の

仕組みや最終的には司法の場における判断によることになる。

８）事前的改善措置との関係

合理的配慮は個別の場面において、障害者からの求めがあって初めて問題と

なるものだが、このような合理的配慮を実効性のあるものとするためには、障

害者からの求めがない場合においても、予め何かしらの措置を講じておくこと

が望ましい。

しかしながら、本法は事案ごとの個別調整を求めるものであるのに対し、こ

、 、 、のようなことは 社会の全般的な枠組みに大きな影響を与えるだけに 当面は

重要な政策課題として位置付けるのが妥当である。また、本法における合理的

配慮との関係や事業者等の義務等との関係をどう整理するのかの課題もある。

さらには、建築物や交通機関のバリアフリー化等、特定の分野においては現行

法に基づく取組が進められていることもあり、現時点では本法の対象とはしな

いこととする。


